
❖お知らせの表記
…申込先
問…問い合わせ先
「申し込み方法（★）」…申請書や申
込書などは、担当課に備え付けまた
は市ホームページからダウンロード
できます。
※費用の記載がないものは無料です。

乱丁・落丁がある場合はお取り換えし
ますので、ご連絡ください。

❖十和田市役所の住所
〒 034-8615　
十和田市西十二番町6番１号

※土・日曜日、休日は閉庁

お知らせ

❖市ホームページ
https://www.city.towada.lg.jp/

QRコードはこちら▶
QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

❖十和田市役所の電話番号
（代表）0176-23-5111

暮 ら し

固定資産の縦覧・閲覧を受け付けします

　土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産（土地・家屋・償却資産）課
税台帳の閲覧により、固定資産の評価額の比較や固定資産税の課税内容を確
認することができます。
■土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
縦覧期間　4 月１日㈫～６月２日㈪ ( 土・日曜日、休日を除く )
縦覧できる人　固定資産税の納税者本人　※土地のみ課税されている人は土
地のみ、家屋のみ課税されている人は家屋のみ縦覧可能です。
■固定資産課税台帳の閲覧
閲覧期間　通年 ( 土・日曜日、休日を除く )
閲覧できる人　所有者本人　手数料　300 円※ 4 月１日㈫～６月２日㈪は無料
■いずれも
受付時間　午前８時 30 分～午後 4 時 30 分　ところ　税務課
必要な物　▶本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）▶代理
人が申請する場合は委任状（法人の場合は代表者印を押印した申請書または
委任状）▶賃貸借契約書など（借地人、借家人など）▶権利を証明する書類
など（固定資産を処分する権利を有する人）
問税務課☎ 0176-51-6768（ 土地 ）、 ☎ 0176-51-6769（ 家屋・償却資産 ）

マイナンバーカード出張申請

　ご自宅や事業所などを職員が訪問し、申請を受け付けします。
対象　マイナンバーカードの交付申請や更新を希望する人
※電子証明書のみ更新の場合は、市民課で手続きが必要です。
申し込み方法（★）　申請書を持参、郵送、FAX のいずれかで提出するか、
電話または電子申請で申し込みください。
出張申請当日に必要な物　本人確認書類（運転免許証、または保険証と診察券など）
※本人確認書類をお持ちでない場合は受け付けできません。
※ 15 歳未満の人は、同じ世帯の法定代理人も同席してください。
問市民課☎ 0176-51-6755　FAX　0176-23-5173

▲電子申請は
こちらから

2025年（令和７年）４月号　広報 19

　令和７年度国民年金保険料は、月額 17,510 円です。４月上旬に日本年金
機構から国民年金保険料納付案内書（納付書）が郵送されます。
　保険料が割り引きになる前納や口座振替、クレジットカード納付を希望す
る場合は、お早めにご相談ください。

問国保年金課☎ 0176-51-6753、 八戸年金事務所☎ 0178-44-1742

　本制度を希望する学生で 20 歳になる人は、誕生日の前日以降に
申請が必要です。なお、マイナポータルから電子申請もできます。
■学生納付特例制度
　20 歳以上の学生で所得が少なく保険料を納めることが困難な場合に、在
学中の保険料納付が猶予される制度です。
持ち物　▶マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書▶在学証明書（原本）
または学生証の写し（両面）▶本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
※別世帯の人が代理で申請する場合は、委任状、代理人の本人確認書類が必要です。
※令和６年度の学生納付特例を２月末までに承認された人で、４月以降も引
き続き在学予定の人には、日本年金機構からはがきが送付されます。令和７
年度も申請する人は、はがきを返送してください。
※令和５年度、６年度の申請を希望する場合はご相談ください。

▲詳しくは
こちらから

十和田市立中央病院薬剤師修学
資金貸与制度　

　中央病院では、薬剤師を確保し、
地域医療の充実を図るため、将来、
中央病院で正職員の薬剤師として
勤務しようとする学生に対して、
修学に要する資金を無利子で貸与
しています。
　貸与を受けた学生は、貸与を受
けた期間の２倍に相当する期間を中
央病院の薬剤師として働いた場合
は、貸与金の返還が免除されます。
支給対象　薬剤師免許取得後、中
央病院で薬剤師として勤務しよう
とする人で、薬剤師を養成するた
めの大学に在学している人。
※居住地、出身地は問いません。
貸与期間　上限 72 カ月間（在学
する大学の正規の修学期間）
※在学中の人も対象。休学または
停学を受けた期間は貸与しません。
貸与額　月額 10 万円以内
問中央病院業務課

☎ 0176-23-5121（内線 3230）

４月から国民年金の保険料が変わります

令和７年度国民年金保険料学生納付特例の申請受け付け中


